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教育・保育施設等の利用のしおり 

 

１ 教育・保育施設の種類                              

  旭川市内で利用できる施設の区分は以下のとおりです。 

認定 施設区分 手続き・条件等 

２号・３号 

認可保育所 
・旭川市に申込書類の提出が必要 

・利用するにあたり保育の必要性が必要 

・入所者は利用調整によって旭川市が決定 

認定こども園（保育利用） 

小規模保育事業所 

事業所内保育事業所（地域枠） 

１号 幼稚園・認定こども園（教育利用） ・利用を希望する施設に直接申込み 

・各施設が利用者を決定 原則不要 認可外保育施設等 

 

２ １号認定について                                

  １号認定を受けて幼稚園等を利用する場合は、詳細版（４～５ページ）をご確認ください。 

 

３ ２号・３号認定（保育の必要性、保育の必要量）について              

（１）２号・３号認定を受けて保育施設を利用する場合は、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。 

【保育の必要性（例）】 

□ 月６０時間以上就労することを常態としている 

□ 産前６週間から産後８週間が経過する日の翌日が属する月の末日までの間 

□ 長期にわたり、病気・負傷・心身に障害があること 

□ 求職活動を継続的に行っていること（入所から９０日経過する日の月末まで有効） 

（２）保育の利用時間には「標準時間」と「短時間」の２種類があります。 

□ 保育標準
．．

時間：1日最長１１時間のうち、保育が必要な時間(全ての保護者が要件を満たしている場合のみ) 

□ 保育短
．
時間 ：1日最長 ８時間のうち、保育が必要な時間 

※開所時間は各園によって異なるため、詳細版の１～３ページをご確認ください。 

 

４ ２号・３号認定を受けて「保育」を利用する（令和８年度新規利用希望者）      

 （１）受付期間 

  年度途中申込分：下表のとおり１か月に１回程度利用調整を行っています。 

申込(希望変更)期限 結果通知予定日 利用開始日 申込(希望変更)期限 結果通知予定日 利用開始日 

４月１０日（金） ４月１７日（金） ５月１日以降 ９月１０日（木） ９月１７日（木） １０月１日以降 

５月８日（金） ５月１５日（金） ６月１日以降 １０月９日（金） １０月１９日（月） １１月１日以降 

６月１０日（水） ６月１７日（水） ７月１日以降 １１月１０日（火） １１月１７日（火） １２月１日以降 

７月１０日（金） ７月１７日（金） ８月１日以降 １２月 ４日（金） １２月１５日（火） 令和９年１月１日以降 

８月１０日（月） ８月１８日（火） ９月１日以降 １２月１７日（木） １２月２４日（木） 令和９年２月 1 日以降 

  ※提出書類に不足（不備）等がある場合があるため、期限に余裕をもって提出してください。 
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インスタ始めました！ 

電子申請はこちら 

（２）受付場所 

  ・旭川市こども保育課（総合庁舎３階）平日 ８：４５～１７：１５ 

  ・各保育施設 ９：００～１７：００（日祝日除く） 

   ※産休(育休)明け､産前産後期間のみの利用､転入予定､広域利用､特別支援保育を 

希望される方はこども保育課に直接お申込みください。 

  ・電子申請（育休明け、広域利用、特別支援保育を希望される方はご利用いただけません） 

 （３）提出書類（世帯の状況によって異なるため、詳細版の８～１０ページをご確認ください）。 

  □ 保育の利用申込書（令和８年度）【必須】 

  □ 施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書（現況届）【必須(転所申込は不要)】 

  □ 保育の必要性を証する書類（全ての保護者の分）※提出日から３か月以内に証明されたもの 

    【例】・被雇用者→就労証明書（職場から証明されたもの） 

       ・求職活動中→保育の必要性に係る申立書（本人が記載したもの） 

  ※記入には消えるボールペンや修正テープ等は使用せず、訂正は二重線で書き直してください。 

 （４）入所選考（利用調整） 

  旭川市が家庭状況・保護者の就労状況等により、優先順位をつけて入所者を決定します。 

 （５）利用調整後の手続きについて 

  □ 入所が決定した場合…利用調整結果通知書が送付されますので、該当施設に連絡して入所の 

手続きを行ってください。また、やむを得ず辞退する場合は、施設及び
．．．．

 

こども保育課まで
．．．．．．．．

ご連絡ください。 

  □ 入所が決定しない場合…年度内は次回行われる利用調整に自動で移行されますので、 

               申込内容（入所希望日や入所希望園、育児休業期間）等の変更や、 

申込を取下げる場合はご連絡ください。 

⇒入所が決定しない場合の利用調整結果通知の送付は、初回の利用調整時のみ送付されます。 

２回目以降の選考結果で証明書が必要な場合は、右の QR コードから申請してください。 

     ※保育の利用申込書の写しが必要な場合は提出前にコピーをお取りください。 

５ 育児休業（育休）明けの方へ（ならし保育の期間にご注意ください）         

  通常、育休中は保育所等を利用できませんが、育休明けから利用を希望する場合、育休の最終日の 

２週間前の日付から利用を希望できます（例：育休最終日１０／１５→利用希望日１０／１～）。入所希望日

より２週間以上長く育休を取得している場合は、保育所等に入所次第、２週間以内に復帰することをお約束

いただく、育児休業取得証明書（短縮申立にチェックがあり、同意欄に保護者の署名があるもの）又は就労

証明書（証明書の項目９番と１５番に記載があるもの）の提出が必要です（就労証明書の場合は保育の利用

申込書の裏面にある保護者署名欄にご記載してください）。 

 

６ 認可保育所等の空き状況（受入可能児童数）について                
  直近の利用調整後の空き状況を旭川市のホームページに公表していますので、 

  右のQRコードからご確認ください。 
 

【 注意事項 】                                    

 利用決定後に申込時と状況が異なる事実や不実の申立てが判明した場合、入所が取消になることがあります。 

【 お問合せ 】 

旭川市こども・女性・若者未来部こども保育課 

住所：旭川市７条通９丁目４８番地 総合庁舎３階 

 電話：0166-25-9845（平日 8：45～17：15） 

 

 


